
平成29年度改正によって大きく変わる組織再編税制への実務対応！

税務研究会・実務研修センター

TEL.03-5298-5491　FAX.0120-67-2209
東京都千代田区神田駿河台４-６ 御茶ノ水ソラシティ５F（アカデミア入口）

会場及び申込先 検
索・お
申
込
み
は

日　時 平成29年９月20日（水）10:00～17:00

申込方法 申込書に記入の上FAXして下さい。受講票と請求書をお送りいたします。

※無料クーポン適用対象セミナーです。必ず専用の申込書でお申込み下さい。
受講料 会員 29,000円  読者 34,000円  一般 39,000円（テキスト、昼食代、消費税を含む）

　財務省主税局にて法人税法の改正に長らく従事する。組織再編税制、連結納税制度、グループ法人税制
では中心的な役割を担い、大規模な改正を行った。
　現在、PwC税理士法人に所属し、審査室長、税理士、名古屋商科大学大学院客員教授などとして活躍中。

講師紹介

PwC税理士法人　パートナー　税理士 佐々木 浩 氏

★ 平成29年度税制改正によって組織再編税制の実務上の活用可能性が広範に増加！
★ 組織再編税制の全体像として、最新の制度、実務、論点を完全解説
★ スクイーズアウト関連税制やスピンオフ税制の創設、組織再編税制の適格要件の見直しなど、  
　 平成29年度改正の内容と実務における活用可能性を解説

東京開催
９月20日
水

　組織再編税制は、企業活動に必須の税務インフラである一方、毎年の改正によって複雑化しており、さら
に、最近は税務当局による否認事例も相次いでいます。このような状況の下、経理担当者や税理士にとっ
て、正確な理解と対応がより必要になっています。そこで、組織再編税制の全体像の理解のため、最新の制
度と実務、さらに個別的な論点についても解説します。
　また、組織再編税制に係る平成29年度改正について、実務上の活用可能性に対する関心が高まってい
ます。改正内容は、スピンオフ税制の創設、スクイーズアウトを組織再編税制に取り込んだ上の適格要件、
時価評価課税、連結納税加入時の取扱い、金銭対価の許容、自己創設のれんの除外などの関連税制の整
備、さらに株式継続保有要件等の適格要件の見直しなどです。今回の改正は、これまでの組織再編の根幹
を大胆に変更するような内容も含まれており、実務的な活用可能性は高いと見込まれています。
　本セミナーでは、財務省において組織再編税制、連結納税・グループ法人税制等、大規模な税制改正で
中心的な役割を担った佐々木浩氏が、組織再編税制について、組織再編税制の全体像、平成29年度改正、
そして実務上の活用といった視点から詳細な解説を行います。

法令改正と通達改正などを踏まえて
平成29年度税制改正を詳細解説

「新しい組織再編税制」完全解説
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個人情報保護方針について：ご記入頂きました個人（法人）情報につきましては、当社商品の案内やセミナー開催に関する情報を提供する以外の目的
では利用いたしません。又、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

税研・実務研修センター 行　https://www.zeiken.co.jp/seminar/　FAX 0120-67-2209

《主なセミナー内容》

No.119455 『「新しい組織再編税制」完全解説（9/20）』 有料セミナーFAX申込書

１  組織再編税制の全体像
　組織再編税制について、最新の制度、実務、
論点について解説します。

１　最新の制度、実務、論点
（１）組織再編税制の全体像
（２）適格要件
（３）合併、会社分割及び現物出資
（４）株式交換及び株式移転
（５）現物分配 

２　個別的な論点
（１）欠損金の引継ぎと制限
（２）自己創設のれん
（３）みなし配当
（４）無対価組織再編
（５）連続した組織再編
（６）クロスボーダー再編
（７）行為計算否認規定

２  平成29年度税制改正
　平成29年度税制改正の解説と、実務上の活
用可能性について、改正内容それぞれごとに解
説します。

１　スピンオフ税制の創設
（１）スピンオフの範囲
（２）適格要件等

２　スクイーズアウト税制
（１）スクイーズアウトの範囲
（２）適格要件の概要
（３）組織再編税制の下での取扱い

３　スクイーズアウト税制の整備に伴う他の組
　織再編税制の見直し
（１）一定の場合の金銭対価の許容
（２）時価評価対象からの自己創設のれんの除外

４　組織再編税制の適格要件の見直し
（１）株式継続保有要件
（２）分割型分割の支配継続要件

H P 用


